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説

国
農
業
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幹
問
題

中
国

に
お
け
る
農
業
と

農
村
に
関
す
る
若
干

の
問
題

塚

本

隆

敏

・
・
…

は
じ
め
に

中
国
経

済
は
今
年
度
上
半
期

(
二
〇
〇
六
年

一
月
～
六
月
)
、
G

D
P

(国
内
総
生
産
)
成
長
率
が

一
〇

・九
%
増
と

い
う
驚
異
的
な

経
済
状
況

に
あ
る
。
こ
う
し
た
高
度
経
済
成
長
の
も
と
で
、
中
国
経

済
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
対
外
的
に

み
れ
ば
、

E
U

(
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
)
と
は
貿
易
摩
擦
が
あ
り
、
ア

メ
リ
カ
と

は
人
民
元
切
上
げ
の
要
求
が
あ
り
、
そ
し
て
対
内
的
に
み

れ
ば
、
都
市
と
農
村
の
格
差
問
題
が
あ
り
、
都
市
部
底
辺
層
の
貧
困

問
題

が
あ

り
、
広
範
囲
な
幹
部
の
腐
敗
問
題
が
あ
り
、
就
業
に
お
け

る
非
正
規
雇
用
問
題
が
あ
り
、
同
時

に
、
現
在
中
央
政
府
が
力
を
入

れ
て
い
る
農
業

・
農
村

・
農
民
に
関
す
る
諸
問
題
に
も
、
多
く
の
問

題
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
と
く
に
、
本
稿
で
は
、
現
在

の
農
業
と
農

村

に
関
す
る
諸
問
題
を
、
以
下
の
手
順
に
沿

っ
て
論
じ
て
み
た
い
。

一
つ
は
農
村

に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
問
題
で
あ
り
、
二
つ
目
は
食
糧
に

関
す
る
問
題

で
あ
り
、
三

つ
目
は
土
地
に
関
す

る
問
題

で
あ
り
、
四

つ
目
は
民
工
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
五

つ
目
は
農
村

に
お

け
る
公
共
事
業
に
関
す
る
発
展
問
題

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題

は
、
お
そ
ら
く
中
国
に
お
け
る
農
村
内
部

で
当
面
解
決
す

べ
き
問
題

と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
昨
年

(
二
〇
〇
五
年
)、
農
村

を
ど
の
よ
う
に
再
構
築
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と

で
、
社
会
主
義
的
な

新
農
村
建
設
を
掲
げ
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
建

設
を
確
立
す
る
た
め

の
問
題
提
起
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

中国における農業と農村に関する若干の問題47



農
村
に
お
け
る
イ

ン
フ
ラ
問
題
を
み
る

中
国
の
農
村
に
お
け
る
イ

ン
フ
ラ
と
は

一
般
的
に
農
民
の
生
活
や

生
産

に
お

い
て
、
使
用
期
限
が
比
較
的
に
長
い
施
設
を
指
す
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
農
村
地
域

で
の
道
路
の
施
設
で
あ

っ
た
り
、
水
利

・

灌
概

の
施

設
で
あ

っ
た
り
、
電
力

・
通
信
な
ど
の
施
設

で
あ

っ
た

り
、
水
道

の
施
設
な
ど

で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
施
設
に
は
多
額
の
資

金
が
必
要

で
あ
り
、
基
本
的
に
、
農
民
個
人
が
か
か
わ
る
問
題
で
は

な
か

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
七
九
年

・
改
革
開
放
導
入
以
前

の

状
況
を
み
る
と
、
農
村

の
イ

ン
フ
ラ
建
設

に
は
、
国
家
予
算
、
集
団

資
金
、
農
民
自
ら
の
労
務
提
供
な
ど
が
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
江
蘇
省

に
お
け
る
改
革
開
放
以
前

の
三
〇
年
間

で
、
農
地

へ
の
投
資
は
約

一

五
〇
億
元
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
国
家
の
投
資
が
三
六
億
元
、

人
民
公
社

の
投
資
が
三
八
億
元
、
そ
し
て
農
民

の
労
務
提
供
が
約
七

　
　
　

○
億
元

で
あ

っ
た
。
ま
た
、
農
地
に
お
け
る
灌
概
施
設
の
状
況
を
見

る
と
、

一
九
五
二
年
で

一
・六
%
し
か
な
か

っ
た
も
の
が
、

一
九
七

八
年

に
は
五
四
・
一
%

に
上
昇
し
て
い
た

(ち
な
み
に
、
二
〇
〇
五

ハ
　
　

年
で
六
六

・七
%
に
な

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
改
革
開
放
後

の
二
六

年
間
で

一
二
・六
%
の
上
昇
で
あ

っ
た
)
。

こ
う
し
た
農
村

の
イ

ン
フ
ラ
建
設
が
改
革
開
放
以
降
、
ど
の
よ
う

に
な

っ
て
い
る
か
を
み
て
み
る
と
、
農
村
で
は
農
民
自
ら
に
よ
る
生

産
請
負
責
任
制

の
導
入

に
よ

っ
て
、
農
産
物
の
流
通

シ
ス
テ
ム
が
変

わ
り
、
当
然
農
産
物
の
価
格

シ
ス
テ
ム
も
大
き
く
変
わ
り
、
そ
の
こ

と
は
農
民

の
農
業
経
営
に
し
ろ
、
農
業
投
資
に
し
ろ
、
自
ら
が
主
体

的
に
行
動
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
表

1
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
農
業
投
資
の
な
か
で
、
農
民
個
人
の
投
資
比
率
が
最
も
高
く

な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り

一
九
八
二
年

の
二
六
%
か
ら
、

一
九
八
九
年

に
は
五

一
%
に
上
昇
し
て
い
る
。
そ
れ
は
国
家

や
集
団
な
ど
の
投
資

(そ
れ
ぞ
れ
二
七
%
と
二
三
%
)
と
比

べ
て
も
、
か
な
り
高

い
比
率

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
農
村

の
イ
ン
フ
ラ
建
設
は
す
で
に

農
家
が
基
本
的
に
投
資
の
主
体
に
な

っ
て
い
る
。

改
革
開
放
以
降
、
農
村
の
イ
ン
フ
ラ
状
況
は
農
家
が
投
資
主
体
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、

一
般
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、

一
つ

は
電
力
や
水
道

の
施
設
が
全
般
的
に
都
市
と
比

べ
て
か
な
り
立
ち
遅

れ
て
お
り
、
も
う

一
つ
は
か
な
り
の
農
村
地
域

に
未
だ
に
水
道
施
設

が
な
か

っ
た
り
、
電
力
不
足
の
う
え
割
高
な
電

気
代
な
ど
、
農
民
は

不
利
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
全
国

の
農
村
に
お
け

る
三
分
の
二
の
水
利

・
灌
瀧
施
設
が
長
年
修
理
さ
れ
な
い
ま
ま
、
設

備
も
老
朽
化
し
、
そ
れ
で
も
動

い
て
い
る
が
、
自
然
災
害

に
耐
え
ら

ムヨ
　

れ
な
く
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
国
家

予
算
が
大
河
な
ど
の

建
設
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
農
村

の
イ

ン
フ
ラ
建
設
に

は
基
本
的
に
投
資
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
し
て
、

農
村

の
集
団
的
な
固
定
投
資
も
同
様
に
、

一
九

九

一
～

一
九
九
五
年

は

一
二
・六
%
、

一
九
九
六
年

は

一
二
・三
%
、

一
九
九
七
年
は

一

二
・三
%
、

一
九
九
八
年
は

=

・四
%
と

い
う
よ
う
に
傾
向
的
に
低

4g



農業投資における各種の投資主体の占める比率

単位:億 元(%)

表1

国家の農業基本建設投資 農村の集団農業投資 農民の個人農業投資
合 計年度

比率 比率 比率

1982 34.12 (29) 52.05 (45) 30.00 (2s> 116.17

1983 35.45 (27) 33.37 (zs> 61.00 (47) 129.82

1984 37.12 (21) 28.99 (16) 113.23 (63) 179.34

1985 39.94 (21) 20.73 (11) 128.31 (68) ....

・:・ 38.43 (30) 19.87 (15) 71.82 (55) 130.12

1987 42.11 (24) 42.52 (24) 92.18 (52) 176.81

,.. 46.17 (22) 42.90 (20> 124.01 (58) 213.08

・;・ 51.74 (27) 43.81 (23)
..

(51) 193.43

出所:陶 勇 『農村公共産品供給与農民負担』上海財経大学 出版社、2005年 、106頁 。

ム
る
　

下
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
国
家

の
投
資

で
も
、
集
団
の
投
資

で
も
、
農
村

の
イ

ン

フ
ラ
建
設
は
重
視
さ
れ
ず
、
徐

々
に
農
村
経
済

に
影
響
を
与
え
、
そ

の
結
果
、
農
民
の
所
得
増
に

一
定
の
阻
害
要
因
と
な

っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
が

一
般
的

に
い
え
ば
、
都
市
と
農
村

の
所
得
格
差
を
発
生
さ

せ
、
二
〇
〇
五
年

で
三
・
二
倍

(都
市

一
万
四
九
三
・○
元
、
農
村
三

バ
　
　

二
五
四
・九
元
)
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
質
、
都
市
部

の
社
会
保

障
な
ど
を
加
味
す
れ
ば
、
都
市
と
農
村

の
格
差

は
六

"
一
と
な
り
、

ム
　
　

か
な
り
の
格
差
拡
大
を
生
ん
で
い
る
。

以
上
、
農
村
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
建
設
の
未
整
備
が
農
民
の
所
得

増
を
阻
害
し
、
逆

に
、
都
市
と
の
所
得
格
差
の
拡
大
を
助
長
し
て
い

る
と

の
認
識

か
ら
、
中
央
政
府

は
農
村

の
イ

ン
フ
ラ
建
設

を
重

ハ
　
　

視
し
、
今
後
、
財
政

の
建
設
資
金
は
農
村
に
傾
斜
的
に
配
分
す
る
こ

と
を
打
ち
出
し
、
二
〇
〇
六
年
度

の
農
村
建
設
投
資
は
五
〇
〇
億
元

ム
　
　

支
出
さ
れ
、
そ
れ
は
中
央
投
資

の
四
五
%
以
上

を
占
め
て
い
る
。

二

食
糧
に
関
す
る
問
題
を
考
え
る

中
国
で
は
食
糧
問
題

は
社
会

の
安
定
で
あ
り
、
国
家
自
立

の
基
礎

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
中
国
は
毎
年
食
糧

の
需
要
量
を
約

四
・九
億
ト

ン
と
し
て
、
そ
の
う
ち
、
食
糧
用

に
二
・
二
億
ト
ン
か
ら

二
・三
億
ト

ン
が
必
要
と
み
て
お
り
、
飼
料
用

は
約
二
・二
億
ト
ン
と

し
、
そ
の
他
工
業
用
な
ど
に
約
○
・
四
億
ト

ン
と
し

て
い
る
。
し
た

中国における農業 と農村に関する若干の問題49



表2食 糧生産量、輸入量および価格指数

年度 食糧生産量

(万 トン)

食糧輸入量

(万 トン)

食糧生産価格指数

(前年度=100)

都市 と農村住民における

食糧消費価格指数(前 年度=100)

2001 45,264 1,738 一 99.2

2002 45,706 1,417 95.8 98.3

2003 43,070 2,283 102.3 102.3

2004 46,947 998 128.1 126.4

2005 48,400 3,286 99.1 101.4

出所:中 国社会科学院農村 発展研究所 ・国家統計局農村社会経済調査司 『2005-2006年 中国

農村経済形勢分析与預測』社会科学文献 出版社、2006年 、98頁 。

が

っ
て
、
現
在
、
中
国
の

食
糧
事
情
は
相
対
的
に
安

定

し

て

い

る

(表

2
参

照
)
。
な
ぜ
な
ら
、
都
市

住
民
の
食
糧

に
対
す
る

一

人

当
た

り

の
消
費

量

は

徐
々
に
下
が

っ
て
お
り
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
食

糧
が
す
で
に
飽
和
段
階
に

入

っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ

ム
　
　

て
い
る
。
し
か
し
、
最
近

の
都
市
化
率

の
上
昇
や
都

市
人
口
の
絶
対
的
な
増
加

の
影
響
を
受
け
て
、
都
市

住
民
の
食
糧
総
消
費
量
は

増

加

し

て

い
る
。

例

え

ば
、
二
〇
〇
四
年

の
都
市

住
民
に
お
け
る
食
糧
総
消

費
量
は
約
六
〇
〇
〇
万
ト

ン
に
な
り
、

こ
こ
五
年
間

で
み
れ
ば
、
都
市
住
民

一

人
当
た
り
の
食
糧
消
費
量

は
約

五

%
増

で
あ

っ
た

(表
2
参
照
)。
た
だ
、
こ
う
し
た
都
市
住
民
の
食
糧
総
消
費
量

の
増

加
傾
向
と
は
異
な
り
、
農
村
に
お
け
る
農
民

の
食
糧
総
消
費
量
は
絶

対
的
に
低
下
し
て
い
る
。
そ
れ
は
農
村
人
口
の
減
少
と
軌
を

一
に
し

て
お
り
、
食
糧
総
消
費
量
が
毎
年
三
%
減
で
、
都
市
よ
り
低

い
状
況

に
あ
り
、
例
え
ば
、
二
〇
〇
四
年

は

一
・六
六
億
ト
ン
前
後

か
ら
二

〇
〇
五
年

に
は

一
・六
億
ト
ン
前
後
に
下
が

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
都
市
と
農
村

に
お
け
る
食
糧
消
費
量
は
、

ほ
ぼ

二
・
二

億
ト
ン
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
な
り
に
安
定
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
が
、
二
〇
〇
三
年
の
よ
う
に
不
作
と
も
な
れ
ば
、
食
糧
事
情

を
不
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
毎
年
数
百
万
ト
ン
の

備
蓄
が
減
少
し
て
い
る
。
と
く
に
、

こ
こ
十
数
年

の
ス
パ
ン
で
み
れ

ば
、
中
国
は
未
だ
人
口
が
増
加
し
つ
つ
、
逆
に
、
耕
地
は
減
少
し
、

そ
の
う
え
水
資
源
の
不
足
も
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
今
後

の
食
糧
生
産

は
か
な
り
厳
し
い
環
境
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

中
国
の
食
糧
問
題
は
社
会

の
安
定
と
連
動
し
て
お
り
、
中
央
政
府
は

ムリ
　

食
糧
問
題
を
軽
視
で
き
ず
、
次
の
よ
う
に
二

つ
の
政
策
を
指
示
し
て

ムロ
　

い
る
。

一
つ
は
基
本
的
に
食
糧
供
給
を
保
障
す
る
こ
と
、
も
う

一
つ

は
需
給
バ
ラ
ン
ス
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
の
政

策
が
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
、

一
つ
は
耕
地

の
保
護
制
度
を
堅
持
し
、

と
り
わ
け
水
利
建
設
な
ど
に
力
を
入
れ
、
も
う

一
つ
は
食
糧
生
産
を

支
援
す
る
政
策
を
確
実
に
実
行
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
食
糧
価
格
を

合
理
的
な

レ
ベ
ル
に
し
、
食
糧
生
産
を
担

う
農
民

の
利
益
を
保
護

し
、
そ
の
生
産
意
欲
を
引
き
出
す
よ
う
に
す
る
。

So



改革 開放 以降 中国 に お ける耕地 面積 の変 動

出所:表2と 同じ、213頁 。

図1

改 革開 放 以降 の耕地 面積 の量 的 な変化

出所:表2と 同 じ、213頁 。

図2

こ
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
食
糧
問
題
が
今
な
お

多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
も
と

で
、
と
く
に
深
刻
な

問
題

は
、
現
在

で
も
毎
年
建
設
用
地
と
し
て
耕
地
が
四

〇
〇
万
ム
ー

(
一
ム
ー
非
六
・六

ア
ー

ル
、
た
だ
、
別

の
資
料
で
は

一
〇
〇
万
ム
ー
と
な

っ
て
い
る
)
減
少
し

ム
に
　

て

い

る

こ

と

で
あ

る

。

以

下

、

耕

地

問

題

を

み

て

ムめ
　

み
る
。

耕
地
問
題
は
、
改
革
開
放
導
入
後
、
図
1

・
図
2
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

一
貫
し
て
減
少
傾
向
に
あ
り
、

と
り
わ
け
、

一
九
九
七
年

の
ア
ジ

ア
通
貨
危
機
後
は
、

第
二
の
開
発
区
ブ
ー
ム
や
不
動
産
ブ
ー
ム
と
も
重
な
っ

て
、
耕
地
が
か
な
り
減
少
し
た
。

そ
の
対
策
と
し
て
、

政
府

は
す
で
に
あ

っ
た

「土
地

管
理
法
」

(
一
九
八
六

年
三
月
施
行
)
を
強
化
し
、
耕

地
保
護
を
主
と
し
た

「土
地
管
理
法
」
(
一
九
九
九
年

一
月
施
行
)
を
制
定
し

た
。
し
か
し
、
耕
地
は
減
少

の
ス
ピ
ー
ド
を
若
干
下
げ

た
が
、
耕
地
面
積

の
減
少
は
止
ま

ら
な
か

っ
た
。
と
く

に
新
た
な

「土
地
管
理
法
」
が
実
施
さ
れ
た

一
九
九
九

年
以
降

に
お
い
て
も
、
表
3
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

二
〇
〇
二
年
と
二
〇
〇
三
年

の
減
少
率

は
大
幅

で
あ

り
、
そ
れ
が
食
糧
生
産
に
も
影
響
[し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
う
し
た
耕
地
面
積
の
減
少

の
理
由
を
、
表

4
か
ら
み
る
と
、
第

一
に
、
建
設
用
が

一
定
の
比
率

で

中国における農業 と農村に関する若干の問題SI



表3中 国 に お ける耕地 面積 の変 動(1996-2004年)

単位:万 ヘクタール、%

指 標 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

総面積

面積の増減

増減率

13,003

:

12,990

-13

-0 .10

12,930

.1

-0 .46

12,921

_g

-0 .07

12,824

-97

-0 .75

12,762

-62

-0 .48

12,593

-169

-1 .32

12,339

-254

-2 .02

12,247

92=

-0 .75

注:*1996年 以 降 の耕 地 の 未 整理 分 が 、2004年 に一 括 して 処理 され た分 を含 ん で い る。

出所:表2と 同 じ、222頁 。

表4中 国 に おけ る耕 地利 用 の変化(1998-2004年)

単位:万 ヘクタール(%)

年 度(年 末) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

減
少
量

建設用地に占用された耕地

比率

自然災害による廃棄地

比率

生態退耕地

比率

農業の構造調整

比率

17.62

(30.89)

15.95

(27.96)

16.46

(zs.as>

7.01

(12.29)

20.53

(24.39)

13.47

(is.00)

39.46

(46.88)

10.71

(12.73)

16.33

(10.42)

6.17

(3.94)

76.28

(48.71)

57.82

(36.92)

16.37

(18.33)

3.06

(3.42)

59.07

(66.13)

10.83

(12.12)

19.65

(9.69)

5.63

(2.78)

142.56

(70.32)

34.90

(17.21)

22.91

(7.95)

5.04

(1.75)

223.73

(77.ss)

36.42

(12.64)

14.51

(15.68)

6.33

(6.84)

73.29

(79.19)

20.47

(22.12)

合 計 57.04 84.17 156.60 89.33 202.74 288.10 114.60

増加

量

新規開墾地

比率

農業の構造調整

比率

:

:

25.75

(63.56)

14.76

(36.44)

39.11

(48.22)

31.26

(51.78)

20.26

(76.19)

6.33

(23.81)

・1:

(76.44)

8.04

(23.56)

31.08

(90.45)

3.28

(9.55)

34.56

(loo.00)
111

(o.00>

合 計 30.94 40.51 60.37 26.59 34.12 34.36 34.56

純 減 少 量 26.10 43.66 96.23 62.74 168.62 253.74 80.04

出 所:表2と 同 じ、223頁 。

減
少
し
て
お
り
、
第
二
に
、
生
態

退
耕

(生
態
保
護
に
よ
る
耕
地
放

棄
)
と
農
業

の
構
造
調
整
が
耕
地

減
少

の
大
き

な
部
分
を
占
め
、
そ

し
て
、
第
三
に
、
災
害
地
の
耕
地

が
あ
げ
ら
れ

る
。

こ
う
し

た
耕
地
減
少

の
問
題

は
、
現
在
中
国
が
市
場
経
済
を
推

し
進
め
て
い
る
も
と
で
、
ど

の
よ

う
な
戦
略
目
標
を
堅
持
し
て
い
る

か
と

い
う
こ
と
と
関
係
し
て
い
る

も

の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
今

回
、
政
府
が
提
起
し
た
新
農
村

の

建
設
と
連
動

さ
せ
て
み
れ
ば
、
当

然
、
社
会
経

済
の
持
続
的
な
発
展

戦
略
を
前
提

に
、
第

一
に
、
土
地

資
源
の
集
約

的
な
利
用

の
道
で
あ

り
、
第
二
に
、
厳
格
な
土
地
管
理

と
耕
地
保
護
制
度
の
実
行

で
あ
る

ムれ
　

と
し
て
い
る
。

以
上
、
食
糧
問
題
は
、
社
会
の

安
定
と
経
済
発
展
と
の
関
連
も
あ

り
、
今
後
も

か
な
り
厳
し
い
状
況
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に
あ
り
、
と
く
に
世
界
の
食
糧
動
向
を
左
右
す
る
よ
う
な
状
況
も
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

三

土
地
に
関
す
る
問
題
を
考
え
て
み
る

中
国
の
土
地
問
題

は
農
民
が

国
家
か
ら
土
地
使
用
権
を
与

え
ら

れ
、
農
業

を
経
営
す
る
な
か
で
、
都
市
化
、
工
業
化

の
拡
大
と
と
も

に
、
農
民

の
耕
地
を
侵
害
す
る
こ
と
か
ら
発
生
し
て
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
例

え
ぼ
、
土
地
は
憲
法

の
規
定
か
ら
す
れ
ば
国
家
の
も
の
で

あ
る
こ
と

を
理
由
に
、
あ
る
地
方
都
市

で
は
近
郊

の
農
地
を
都
市
部

に
編
入
さ
せ
、
そ
の
土
地
を
国
家

の
も
の
だ
と
宣
告
し
、
農
民
の
土

ム
お

　

地
を
取
り
上
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
土
地
の
収
用
方

法
に
問
題

が
あ
る
の
で
あ
る
。
土
地
の
収
用
過
程
に
お
け
る
問
題
を

み
る
と
、

一
つ
は
不
合
理
な
補
償
基
準
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
法
律

ムお
　

的

に
合
致

し
て
い
な
い
。
前
者

に
は
二

つ
の
問
題
が
あ
る
。

一
つ

は
、
収
用

さ
れ
た
土
地
の
補
償
基
準
と
そ
の
計
算
方
法
に
よ
っ
て
、

農
民
が
生
活
し
て
い
く
う
え
で
補
償
金
額
が
非
常
に
少
な
い
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
補
償
基
準
が
統

一
さ
れ
て
い
な
い
た

め
補
償
金
額

に
差
が
あ
り
、
と
り
わ
け
土
地
の
用
途

に
よ

っ
て
補
償

金
額

が
決

め
ら
れ
、
そ
れ
が
農
民

の
不
利
益
と
な

っ
て
お
り
、
逆

に
、
収
用
側
に
腐
敗
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
も
な

っ
て
い
る
。
後
者

に

つ
い
て
み
る
と
、
二
四
省

・
市

・
県
の
調
査
に
よ
る
と
、
各
種

の

開
発
区
が
五
六
五
八
か
所
あ
る
う
ち
、
国
務
院
の
批
准
が
二
>>10
か

所

(
四
%
)、
省

レ
ベ
ル
の
批
准
が

一
〇

一
九

か
所

二

八

%
)
な

ど
、
合
法
的
な
収
用
が
あ
ま
り
に
も
わ
ず
か
で
あ
り
、
し
か
も
非
合

法
な
土
地
取
引
が
多
発
し
て
お
り
、
そ
う
し
て
収
用
さ
れ
た
土
地

の

未
使
用
率
が
四
三
%
も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
三
年
全
国
で
土

地
に
関
す
る
違
法
で
検
挙
さ
れ
た
事
件
は
二
〇

〇
二
年
よ
り
倍
増
し

て

一
六
・
八
万
件

に
達
し
、
そ
の
う
ち

一
〇
万
件
余
り
は
耕
地
を
違

法
に
収
用
し
た
事
件
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
土
地
問
題
は
沿
海
部
の
経
済
が
発

達
し
て
い
る
地
域
ほ

ど
、
土
地
収
用
側

の
利
益
、

つ
ま
り
地
元
政

府

の
利
益
が
大
き
く

な

っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
漸
江
省

の
あ
る
地
方

都
市

の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
土
地
取
引
に
お

い
て
農
民
が
手
に
入

れ
た
利
益
は
わ
ず
か
八
%
に
す
ぎ
ず
、
逆
に
、
地
元
政
府
が
手
に
入

ム
ロ
　

れ
た
利
益
は
八
〇
%
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
土
地
収
用
に
関

す
る
状
況
を
明
ら
か
に
示
し
て
お
り
、
誰
が
利
益
を
得
て
、
誰
が
利

益
を
失

っ
て
い
る
か
、
議
論
を
す
る
余
地
す
ら
な

い
実
態
を
反
映
し

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
経
済
が
発
達
し
て
い
る
地
域
か
ど
う
か
を

問
わ
ず
、
全
国
で
土
地
問
題
が
多
発
し
て
お
り
、
農
民
の
集
団
的
な

ム　
　

抗
議
も
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
農
村
と
社
会
全
体

の
不
安
定
要
因

に
も
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
土
地
問
題
は
農
民

の
生
活
環
境
を
ど

の
よ
う
に
変
え
て
い
る
か
、

一
つ
は
所
得

の
変
化
に

つ
い
て
、
も
う

一
つ
は
都
市
化

の
影
響
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

第

一
に
、
農
民

の
所
得

に
は
ど
ん
な
変

化

を
も
た
ら

し
て
い

バリ
　

る

か

。

中国における農業と農村に関する若干の問題53



表5土 地を失った農民における平均年収の変化

項 目 天津 広東 遼寧 河南 江西 雲南 山西 重慶 寧夏

収用前(元) 4,326 3,399 3,388 1,301 2,549 1,528 1,706 3,338 2,361

収用後(元) 4,731 3,623 3,515 1,045 2,409 1,131 1,867 3,515 2,156

減少率(%) 9.40 6.59 5.3 一25 一5 .5 一26 9.4 5.3 一6 .29

収入が減少し
た農家数(戸)

17 39 36 75 80 74 36

減少 した農家

の比率(%)
17 39 36 75 64 41.1 36

出 所:李 小 云 ・唐 麗 霞 ・張 克 云 「第ll章2003-2004年 中 国 農 民 失 地 情 況 」 李 小 云 ・左

停 ・葉 敬 忠 『2003-2004年 農 村情 況報 告 』社 会科 学 文献 出版 社 、2004年 、232頁 。

表
5
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
東
部
地
区

の
上
海
や
広
東
な
ど
で

は
、
土
地
を
失

っ
た
農
民
の
所
得
は
全
体
的
に
み
て
上
昇
傾
向

に
あ

る
の
に
対
し
て
、
中
部
と
西
部
地
区
に
お
け
る
農
民
の
所
得
は
、
明

ら
か
に
減
少
傾
向
に
あ
り
、
と
り
わ
け
河
南
省

と
雲
南
省
で
は
か
な

り
の
減
少
幅
に
な

っ
て
い
る

(二
五
%
以
上
)
。

そ
し
て
、
各
農
民

の
所
得
格
差
を
み
る
と
、

所
得
の
上
昇
し
て
い

る
東
部

の
地
区
で
も
、
所
得

の
減
少
し
て
い
る
農
家
の
比
率
は
広
東

で
三
九
%
あ
り
、
西
部
地
区
で
も
、
例
え
ば
江

西
省
で
は
七
五
%
な

ど
、
所
得

の
減
少
し
て
い
る
農
家
の
比
率

は
さ
ら
に
大
き
く
な

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
農
家
間

の
所
得
格
差
は
拡
大
し

て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

第

二
に
、
都
市
化

さ
れ
た
農
民
の
生
活

は
ど
ん
な
状
況

に
な

っ

ム
の
　

た
か
。

一
つ
は
土
地
の
喪
失

で
あ
る
。
土
地

の
喪
失

は
財
産
、
就
業
、
生

活
、
そ
し
て
土
地
資
本

の
喪
失
で
あ
る
。
二

つ
目
は
住
宅

の
喪
失
で

あ
る
。
住
宅
は
居
住
的
な
役
割
だ
け
で
な
く
、
生
活
を
支
え
る
重
要

な
生
産
手
段
で
あ
る
。
三
つ
目
は
集
団
資
産

の
喪
失
で
あ
る
。
都
市

化
に
よ

っ
て
集
団

の
資
産
が
な
く
な
り
、
同
時

に
、
農
民

の
資
産
も

喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
四
つ
目
は
こ
れ
ま
で
長
期
間
に
わ
た
っ
た
低

コ
ス
ト
に
よ
る
生
活
維
持
が
で
き
な
く
な
る
。
五

つ
目
は
低

コ
ス
ト

に
よ
る
持
続
的
な
発
展
が
で
き
な
く
な
り
、
新

た
な
住
居
に
移
る
し

か
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
は
都
市
の
高

い
生
活

コ
ス
ト
を
抱
え
る
こ
と

に
な

っ
た
。
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土地所有権の帰属に対する認識表6
単位:%(人)

国 家 郷 鎮 村集団 個 人

大.,,鎮(119)

長 安 鎮(98)

高 沙 鎮(103)

21.0(25)

66.3(65)

26.3(27)

1.7(2)

1.0(1)

1.9(2)

72.3(86)

17.4(17)

9.7(10)

5.0(6)

15.3(15)

62.1(64)

合 計(320) 36.6(117) 1.6(5) 35.3(113) 26.5(85)

出所:陳 成文 ・魯艶 「城市化進展 中農民土地意識的変遷一 来 自湖南省三介社区

的実証研究」『農業経済問題』2006年 第5期 、31頁 。

土地に対する依存度の意識表7
単位:%(人)

非常に低 い 比較的に低い 普 通 比較的に高い 非常に高 い 平均値

大瑠 鎮(II2)

長安 鎮(120)

高 沙鎮(103)

32.1(36)

48.4(58)

9.7(10)

44.6(50)

35.8(43)

42.7(44)

17.9(20)

7.5(9)

22.3(23)

5.4(6)

7.5(9)

20.4(21)

o(o)

0.8(1)

4.9(5)

1.96

1.77

2.68

合 計(335) 31.0(104) 40.9(137) 15.5(52) 10.7(36) 1.8(6) 2.11

出所:表6と 同 じ、31頁 。

こ
う
し
た
中
国
の
土
地
問
題
は
急
速
な
工
業
化
、
都
市
化
と
大

い

に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
国
民

の
食
糧
安
全
保
障
の
観
点
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
重
要
な

問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
土
地
問
題
が
農
民

の
土
地
使
用
権
を
侵
害
し
、
農
民
の
生
活
を
破
壊
す
る
と
い
う
現
状

に
対
し
て
、
今
回
提
起
さ
れ
て
い
る
新
農
村
の
建
設

は
重
要
な
鍵

に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
新
農
村

の
建
設
に
お
い
て
、

各
地

の
農
民

の
な
か
に
徐

々
に
都
市
化

に
対
応

し
た
意
識
が
生
ま

れ
、
農
地
に
対
す
る
意
識
も
変
わ
り

つ
つ
あ
る
と
い
う
。
最
近

の
調

ム
ロ
　

査
結
果
を
、
以
下
、
み
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
農
民
が
土
地

に
対
す
る
所
有
権
を
意
識
し
て
お
ら
ず
、
と

く
に
文
化
的
な
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
そ
の
認
識
は
違

っ
て
い
る
。
表
6

か
ら
み
て
、
土
地

の
所
有
権
が
ど
こ
に
帰
属
し

て
い
る
か
と
い
う
意

識
は
、
経
済
の
発
展
度
合
い
と
関
係
し
て
い
る
。
湖
南
省

の
省
都
で

あ
る
長
沙
市

の
近
郊

に
あ
り
最
も
経
済

の
発

展
し
て
い
る
大
謡
鎮

は
、
教
育

レ
ベ
ル
が
高

い
こ
と
も
あ

っ
て
、

土
地

は
個
人

に
属
さ

ず
、
集
団
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強

い
。
そ
し
て
、
長
安
鎮

は
民
工

(都
会
に
出
稼
ぎ

に
出

る
農
民
を
指

す
)
が
四
九

・六
%
を

占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
土
地
の
所
有
権
は
国
家

の
も

の

(六
六

・

三
%
)
と
い
う
意
識
が
強

い
。
さ
ら
に
、
経
済
も
発
達
せ
ず
、
交
通

の
便
も
悪
く
、
教
育

レ
ベ
ル
も
低

い
高
沙
鎮

の
人
び
と
は
、
土
地

の

所
有
権
は
自
ら
の
も
の

(六

二
・
一
%
)
と

い
う
意
識
が
強

い
。

も
う

一
つ
は
農
民
の
土
地

に
対
す
る
依
存
度

の
意
識
に
変
化
が
あ
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る
。
表

7
か
ら
み
て
、
農
民

の
七

一
・九
%
は
土
地

に
対
す
る
依
存

度

の
意
識

が
か
な
り
希
薄
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
各
鎮
の
都
市
化

の

進
展
に
影
響
さ
れ
、
と
く
に
大
謡
鎮
で
も
長
安
鎮

で
も
、
非
農
業
化

が
進
ん

で
い
る
こ
と
と
大

い
に
関
係
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
歴
史

的
な

一
里
塚
と
し
て
み
て
い
る
。

以
上
、
中
国
の
土
地
問
題
に

つ
い
て
、
経
済
の
発
展
に
と
も
な
っ

て
都
市
化

が
進
み
、
そ
の
も
と
で
農
民

の
意
識
も
徐
々
に
大
き
く
変

化
し
て
い
る
状
況
を
み
て
き
た
。
こ
う
し
た
農
民

の
土
地
に
対
す
る

意
識
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
末
端

の
行
政
機
関
は
新
農

村
の
建
設

を
考
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ

る
。

四

民
工
に
関
す
る
問
題
と
は
何
か

中
国
の
労
働
力
市
場
は
、
都
市
労
働
力

の
な
か
に
民
工
が
す
で
に

約

一
億
人
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
非
正
規
雇
用
者

の
大
半
を
占
め

ム　
　

て
い
る
。
民
工
に
対
す
る
評
価
を
私
は
す
で
に
論
じ
お
り
、
民
工
の

生
活
状
況

に
つ
い
て
、

一
つ
は
労
働
時
間
に
つ
い
て

一
日

一
二
時
間

以
上
が
約

五
〇
%
を
占

め
て
い
る
こ
と
、
二
つ
目
は
健
康
問
題
に
つ

い
て
、
民
工
は
健
康
を
そ
こ
な
い
、
そ
の
う
え
劣
悪
な
職
場
環
境
の

も
と
で
病

状
が
悪
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
病
院
に
も
い
け

な

い
こ
と
、
三
つ
目
は
民
工
の
人
び
と
が
非
正
規
雇
用
者
と
い
う
こ

と
か
ら
、
警
察
当
局
か
ら
常
に

「違
法
行
為
」
者
と
み
な
さ
れ
、
処

罰
対
象
者
と
し
て
罰
金
を
科
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て

お
い
た
。
そ
し
て
、
民
工
は
各
都
市
の
建
設
事
業
を
支
え
て
い
る
の

だ
が
、
市
民

の
大
半
は
そ
う
し
た
民
工
の
生
活
実
態
を
知
ら
な

い
。

こ
う
し
た
中
国
の
都
市
社
会
は
民
工
の
低
賃
金

(二
〇
〇

一
年
深
馴

市

の
民
工
の
月
額
平
均
賃
金
五
八
八
元
は
、

一
九
八
〇
年
代

の
レ
ベ

ル
と
同
じ
で
あ
る
)
と
未
整
備
な
社
会
保
障
な
ど
に
よ
る
低

コ
ス
ト

を
前
提
に
し
た
社
会
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
民
工
の
存
在
は
、
今
日

の
中
国
経
済
を
根
底

で
支
え
、
そ
れ
が
外
資
導

入
を
受
け
入
れ
る
条

件
に
も
な

っ
て
い
る
。
結
局
、
今
日
の
中
国
経
済

の
高
度
成
長
を
持

続
さ
せ
て
い
る
の
が
民
工
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
民
工
の
位
置
づ
け
を
前
提
に
、
以
下
、
二
〇
〇
四
年
八

月
に
北
京
、
広
東
、
青
島
の
三
地
区
で
、
北
京
市
協
同
者
文
化
宣
伝

セ

ン
タ
ー
チ
ー
ム
が
五
〇
三
人
に
ア
ン
ケ
ー
ト
と
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
実

ムお
　

施
し
た
民
工
に
関
す
る
調
査
報
告
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

ω

基
本
的
な
特
徴

性
別

は
男
性
が
約

四
〇
%

(二
〇

一
人
)
、
女
性
が
約
六
〇
%

(三
〇
二
人
)
で
、
年
齢
は

一
八
～
三
〇
歳

が
七
四
・
三
%
、
学
歴
は

中
卒
が
六
〇
・
三
%
、
そ
し
て
未
婚
が
六

一
・三
%
で
あ
る
。
北
京

の

民
工
は
河
南
省

(
二
三
・五
%
)
、
河
北
省

(二
五
・九
%
)
、
広
東

の

民
工
は
四
川
省

(
二
〇
・五
%
)
、
湖
北
省

(
一
七
二

%
)
、
そ
し
て

青
島

の
民
工
は
山
東
省

(六
六

・三
%
)
が

大
半

で
あ

る
。

そ
し

て
、
私
営
企
業
が
三

一
・八
%
、
三
資
企
業
が
三

一
・六
%
で
、
月
収

は
大
半
が
五
〇
〇
～
八
〇
〇
元
ぐ
ら
い
で
、

一
二
〇
〇
元
以
上
も
若
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干
で
あ
る
が
三
・九
%
い
る
。
民

工
に
な

っ
た
理
由
は
経
済
的
理
由

が
二
六
・
二
%
で
あ
り
、
民
工
は
都
市

で
ど
ん
な
仕
事
を
す
る
の
か

知
ら
ず
に
来
た
人
が
六
六

・五
%
で
、
そ
の
点
は
常
に

「盲
目
的
」

で
あ
る
。

都
市
に
は
他
人

の
話

だ
け
で
や

っ
て
き
た
人
が
四
六

・

八
%
で
、
都
会
に
来
て
仕
事

の
前

に
訓
練
を
受
け
ず

(六
三
・
二
%
)

に
、
多
く

の
民
工
は
仕
事

に
就
く
の
で
あ
る
。
仮
に
訓
練
を
受
け
る

と
な
る
と
、
訓
練
費
は
三
〇
〇
元
以
上
で
あ
る
が
、
二
六
%
の
人
は

受
け
た
。

さ
ら
に
、
仕
事

の
紹

介
は
、
親
類
縁
者

が
三
七

・
三
%

で
、
同
郷

の
人
が
二
六
・五
%
あ
り
、
公
的
な
職
業
紹
介
所
は
わ
ず

か
七
%
で
あ

っ
た
。
仕
事
を
探
す
場
合

の
困
難
と
し
て
、
学
歴
が
低

い
か
ら
が

二
八
・五
%
、
技
術

が
な

い
か
ら
が
二
五

・四
%
で
あ

っ

た
。
仕
事

に
就
い
た
が
そ
の
評
価
を
聞

い
て
み
る
と
、
不
満

の
人
が

四
三
・九

%
で
、
満
足
だ
と

い
う
民
工
は
わ
ず
か

一
〇
・九
%
だ
け
で

あ
る
。
な
ぜ
満
足
が
得
ら
れ
な
い
か
と
い
え
ば
、
展
望
が
な
い
が
二

八
・
四
%
、
待
遇
が
悪
い
が
二
二
・
三
%
で
あ
る
。
こ
の
調
査
報
告
で

は
以
上
の
結
果
か
ら
、
民
工
に
は
展
望
意
識
や
自
我
意
識
が
徐
々
に

出
て
き
て
い
る
と

一
定

の
評
価
を
し
て
い
る
。

し
か
し
都
会
で
の
仕
事
や
生
活
が
か
な
り
厳
し
い
環
境
に
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
郷
里
に
帰
る
と

い
う
民
工
は
わ
ず
か
七

・四
%
し

か
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

②

民
工
の
基
本
的
な
労
働
条
件

Oり
民
工
と

い
え
ど
も
、
中
国
の
雇
用
関
係
は
必
ず
法
的

に
労
働
契

約
書
を
締
結
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る

(
一
九
八
六
年
よ
り
ス
タ
ー

ト
)
。
し
か
し
、
今
日
で
も
依
然
と
し
て
四

一
・六
%
の
民
工
は
書
面

で
の
労
働
契
約
書
を
行

っ
て
い
な

い
。
ω
社
会
保
障
分
野
で
み
る

と
、

「年
金
保
険
」
は

一
七
・
一
%
、

「医
療
保
険
」
は

一
〇
・五
%
、

「労
災
保
険
」

は

一
二
・
四
%
し
か
加

入
し

て
い
な
い
。
㈲
四
五
・

六
%
の
民
工
の
労
働
時
間
は

一
日

一
〇
時
間
以
上
で
、
し
か
も

一
か

月
間

に

一
日
も
休
ま
な

い
人
が
二
二
・
一
%

い
る
。
◎⇒
賃
金
は
時
給

制
が
七
〇
・七
%
で
あ
る
が
、

一
か
月

の
遅
配

が
三
四
・五
%
、

二
か

月

の
遅
配
が
二
五

・五
%
も
あ
り
、
さ
ら
に

一
年
以
上
と
い
う

こ
と

も
あ
る
。
と
り
わ
け
遅
配
が
多

い
業
種
は
、
建

設
業
と
零
細
企
業
の

私
営
企
業

で
あ
る
。
㈲
労
働
保
護
具
に
つ
い
て
、
仕
事
以
前

の
訓
練

を
受
け
な
い
人
が
五
七
・
八
%
で
、
そ

の
う
え
、
労
働
保
護
具

の
支

給
が
な

い
人
が
五
七
・九
%
で
、
保
護
用
具
の
体
験

の
な
い
人
が
五

一
・
七
%
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
労
働

災
害
を

受
け
た
人
が

二
四

・

四
%
、
職
業
病
が
七
%
あ
り
、
そ
の
さ
い
、
賠
償
金
を
支
払
わ
れ
な

か
っ
た
人
は
六
九
・五
%
で
あ
る
。

③

民
工
は
法
的
措
置
を
ど
う
み
て
い
る
か

Oり
二
〇
〇
四
年

一
月
交
付
さ
れ
た

「労
災
保
険
条
例
」
に

つ
い

て
、
民
工
の
人
た
ち
は
七
七
・九
%
が
知
ら
な
か

っ
た
。
ω
民
工
が

都
市

で
仕
事
を
す
る
さ
い
に
必
要
な
証
明
書

(暫
定
住
民
証
、
婚
姻

証
、
在
職
証
、
職
業
資
格
証
な
ど
)

の
費
用

に
つ
い
て
、
二
〇
〇
三

年
以
前

に
は

一
〇
〇
元
が
三
二
・
九
%
、
二
〇
〇
元
以
上
が
二

一
・

八
%
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
二
〇
〇
四
年
以
降
、
証
明
書

の
費
用
は

一

〇
〇
元
が
二
〇
・七
%
、
二
〇
〇
元
以
上
が
九

・三
%
と
、
全
般
的
に
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下
が

っ
て
は
い
る
が
、
逆

に
罰
金
の
頻
度
が
高
く
な
り
、
全
体
と
し

て
は
二
〇
〇
三
年
以
前
よ
り
支
出
が
多
く
な

っ
た
。
㈲
証
明
書

の
管

理
者

に
対
す
る
見
方
に
つ
い
て
、
都
市
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
も
と
で
、

関
係
部
署
か
ら
し
ば
し
ば
罰
金
を
科
せ
ら
れ
た
人
が
三
五
・七
%
あ

り
、
ま
た
管
理
部
門

の
役
人
か
ら
侮
辱
的
な
言
動
を
受
け
た
人
が
三

〇

・七
%
も
い
た
。

以
上
が
民
工
の
都
会

で
の
生
活

・
仕
事
に
関
す
る
状
況

で
あ
る

が
、

こ
の
民
工

の
状
況

は
数
年
前
と
何

ら
変
わ
ら
な

い
と

い
う
の

が
、
現
状

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、

ま
す
ま
す
民
工
が
将
来
展
望
も
な
く
上
昇
志
向
も
な
く
な
れ
ぼ
、
都

会

の
最
下
層
に
滞
留
し
て
し
ま
う
こ
と
を
、
当
局
者
は
大
変
心
配
し

ム
ム
　

て
い
る
と

い
う

の
が
、
昨
今

の
民
工
に
対
す
る
認
識

で
あ
る
。

こ
う
し
た
民
工
の

「最
下
層
化
」
を
打
破
す
る
た
め
に
、
中
央
政

ムゐ
　

府
は
次
の
よ
う
な
政
策
課
題
を
掲
げ
た
。
第

一
に
、
民
工
に
対
す
る

低
賃
金
と
遅
配
を
改
善
し
、
支
払

い
保
障
制
度
を
確
立
し
、
最
低
賃

金
制
度
を
徹
底
す
る
。
第
二
に
、
法
に
照
ら
し
て
、
労
働
管
理
を
強

化
し
、
そ

の
第

一
歩
は
労
働
契
約
を
履
行
し
、
と
く
に
民
工
の
職
業

の
安
全
と
衛
生

の
権
益
を
守
る
。
第
三
に
、
民
工
に
対
す
る
職
業
訓

練
を
強
化
す
る
。
第
四
に
、
民
工
に
対
す
る
社
会
保
障
を
解
決
す
る

た
め
に
、
段
階
を
分
け
て
、
ま
ず
労
災
と
大
病

の
医
療
保
障
問
題
を

優
先
的
に
解
決
す
る
。
第
五
に
、
民
工
に
対
し
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
、
と
く
に
民
工

の
子
女
に
平
等
な
義
務
教
育
を
受
け
る
権
利

を
保
障
す

る
。
第
六
に
、
民
工
に
対
す
る
権
益
を
保
障
す
る
シ
ス
テ

ム
を
確
立
し
、
と
り
わ
け
民
工

の
請
負

の
土
地

に
対
す
る
権
益
を
保

障
す
る
。
そ
し
て
、
第
七

に
、
農
村

の
過
剰
労
働
力
を
合
理
的
に
転

換
さ
せ
る
方
法
を
考
え
る
。

こ
う
し
た
民
工
に
対
す
る
中
央
政
府

の
政
策

が
、
新
農
村
の
建
設

に
定
着
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

五

農
村
に
お
け
る
公
共
事
業
に
関
す
る

発
展
問
題
を
み
る

長
年
、
中
国
は
農
村
社
会

の
な
か
で
、
教
育
と
医
療

・
公
衆
衛
生

な
ど

の
公
共
事
業
に
力
を
入
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
結
果
的

に
み
れ

ぼ
、
今
日

の
農
村
が
発
展
で
き
な
い
要
因

に
も
な

っ
て
い
た
。
以

下
、
農
村
に
お
け
る
義
務
教
育
問
題
と
医
療

・
衛
生
問
題

の
現
状
を

み
て
み
た
い
。

農
村
に
お
け
る
義
務
教
育

の
問
題
に
つ
い
て
、
何
が
問
題

に
な

っ

て
い
る
施
。
そ
れ
は
農
村

の
義
務
教
育
を
誰
が
管
轄
す
る
か
と
い
う

問
題

で
あ

っ
た
。

一
九
八
六
年
に

「中
華
人

民
共
和
国
義
務
教
育

法
」
が
施
行
さ
れ
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と

で
、
農
村

の
義
務
教
育

の
管
理
体
制
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
管
理
は
郷
鎮
政
府
が
担
当
し
、

そ
の
も
と
に
あ
る
村

の
教
育
経
費
な
ど
、

つ
ま
り
校
舎

の
改
築
、
教

育

の
改
善
、
教
師

の
待
遇
な
ど
に
責
任
を
持

っ
た
。
こ
の
規
定
が
義

務
教
育

の
責
任
を
明
確
化
し
た
の
で
あ
る
。
農

村
の
義
務
教
育

に
お

け
る
教
育
経
費
は
、
郷
鎮
政
府
が
担
う
こ
と
に
な

っ
た
が
、
郷
鎮
財

5g



全国農村の小中学校における教育支出表8

単位:億 元

年度
支出総額

(1)

人件費

(2)
(2)/(1)

日常運営費

(3)
(3)/(1)

基本建設費

(4)
(4)/(1)

1999

2000

793

867

495.6

641.4

62.5

73.9

221.4

225.2

27.9

25.9

75.9

56.7

9.6

6.5

出所:表1と 同 じ、63頁 。

政

で
手
当
て
で
き
な
い
こ
と
も
あ

っ

て
、
第
二
の
財
政
的
な
教
育
費
と
し

て
、
「教
育
費
付
加
」
を
農
民

一
人

当
た
り
平
均
収
入
の

一
・五
～
二
%

を
徴
収
し
た
。

こ
れ
は
例
え
ば
、

一

九
九
〇
年

の
五
五
・七
九
億
元
か
ら

一
九
九
八
年
に
は
二
五
三
・四
億
元

と
、
実

に

四
・
五

倍
増

に
な

っ
た

が
、
こ
れ
以
外
に
広
く
社
会
に
対
す

る

「教

育
資
金
」
集
め
も
あ

っ
た

(
こ
う
し
た
教
育
に
対
す
る
農
民
の

負
担

は
、
「農
民
負
担
過
重
」
問
題

と
し
て
多
く
の
人
び
と
か
ら
指
摘
さ

れ
、
早
急
に
解
決
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
い
わ
れ
た
)。

で
は
な
ぜ
、
新

シ
ス
テ
ム

(義
務

教
育
法
実
施
後
)
に
な

っ
て
、
農
民

た
ち
の
子
女
教
育
が
整
備
さ
れ
、
教

育

環
境

も
良

く
な

っ
て

い
る
な
か

で
、
「農
民
負
担
過
重
」
問
題
が
出

て
き
た

の
か
。
そ
れ
は
義
務
教
育
経

費
を
担
う
郷
鎮
財
政
支
出

の
う
ち
、

三
分

の
二
が
教
育
経
費
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
実
態
を
み
る
と
、
義
務
教
育
経
費

の
七
八
%
を
郷
鎮

政
府
が
負
担
し
、
九
%
を
県
財
政
が
担
い
、

一
一
%
を
省
財
政
が
担

い
、
そ
し
て
中
央
財
政
の
負
担
は
わ
ず
か
二
%

で
あ
る
。

こ
う
し
た

実
態
に
あ

っ
て
、
国
務
院
発
展
研
究

セ
ン
タ
ー

の
農
村
経
済
研
究
所

が
独
自
の
調
査
を
行

っ
た
が
、
例
え
ば
、
湖
北
省
に
あ
る
嚢
陽
県
の

伏
牌
鎮

の
調
査
結
果
を
み
る
と
、
鎮

の
人
口

は
五

・八
万
人
、

二
〇

〇
〇
年
度

の
財
政
予
算
は
六
〇
〇
万
元
で
、
人
件
費
五
八
八
万
元

の

う
ち
、
教
員
の
人
件
費
は
八
〇
%
で
あ

っ
た

(職
員

一
〇
六
四
人

の

う
ち
、
教
員
は
六
八
〇
人
で
約
六
四
%
を
占
め

る
)
。

こ
う
し
た
農
村
に
お
け
る
義
務
教
育

の
経
費

が
ど
の
よ
う
な
構
造

に
な

っ
て
い
る
か
を
み
る
と
、

一
つ
は
教
員

の
人
件
費

で
あ
り
、
二

つ
目
は
教
育
に
関
す
る
日
常
運
営
費
で
あ
り
、

三
つ
目
は
校
舎
な
ど

の
建
設
費

で
あ

っ
た
。
表
8
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、

一
九
九
九
年

と
二
〇
〇
〇
年
に
お
け
る
農
村
の
小
中
学
校

の
教
育
経
費

の
う
ち
、

人
件
費
支
出
は

一
九
九
九
年
の
六
二
・五
%
が

二
〇
〇
〇
年
に
七
三
・

九
%
に
上
昇
し
、
基
本
建
設
費
は

一
九
九
九
年

の
九

・六

%
が
二
〇

〇
〇
年
に
六
・五
%
に
下
が
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
人
件
費
が
上

昇
し
な
が
ら
も
、
校
舎
な
ど
が
改
築
さ
れ
な

い
た
め
、
危
険
を
と
も

な
う
多
く
の
校
舎
が
あ

っ
た
。
た
だ
、
人
件

費
が
上
昇
し
た
が
、
そ

の
原
因
を
み
る
と
、
長
ら
く
農
村
に
い
た
村

の
財
政
に
よ
る
臨
時
教

員
を
、

一
九
九
〇
年

に
中
央
政
府
が
す

べ
て
正
式
教
員
に
し
た
こ
と

が
、
実
は
人
件
費

の
上
昇
に
つ
な
が

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
臨
時

教
員
の
給
与
は
月
額
八
〇
～

一
〇
〇
元

で
あ

っ
た
の
が
、
現
在
で
は
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正
式
教
員

の
給
与
は
月
額
三
〇
〇
～
四
〇
〇
元
に
な
っ
た
の
で
あ
る

(た
だ
、

こ
の
金
額

で
教
員
と
し
て
の
生
活
が
で
き
る
か
ど
う
か
。

私
が
湖
北
省
や
河
南
省

の
い
く

つ
か
の
小
学
校
を
見
学
し
た
さ
い
、

教
員
は
、
農
民
か
ら
野
菜
な
ど
を
貰

っ
て
い
る
の
で
生
活
は
で
き
る

が
、
こ
こ
数
年
本

が
高
価

で
買
え
な
い
、
せ
め
て
最
新

の
辞
典
が
購

入
で
き
れ
ば

い
い
の
だ
が
、
と
希
望
を
述

べ
て
い
た
)。

と
こ
ろ

で
、

「農
民
負
担
過
重
」
を
解
消
す
る
方
策
と
し
て
、
中

央
政
府
は
ま
ず
安
徽
省
で
農
村
に
お
け
る

「税
費
改
革
」
(
い
ろ
い

ろ
な
名
目

で
農
民
や
郷
鎮
企
業
か
ら
費
用
を
徴
収
し
て
い
た
の
を
、

税
金
に
置
き
換
え
る
)
を
実
行
し
た
。

つ
ま
り
、
改
革
前
の
義
務
教

育
経
費
は
郷
鎮
政
府
が
主
と
な
り
、
補
助
的
に
教
育
費
付
加
や
社
会

か
ら
の
教

育
資
金
徴
収
な
ど
で
な
さ
れ
て
い
た
が
、
改
革
後
は
基
本

的
に
教
育

費
付
加
を
取
り
消
し
た
。
そ
の
結
果
、
農
民
の
負
担
は
確

実
に
減
少

し
た
。
中
央
政
府
は
二
〇
〇

一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
教

育
改
革

の

一
環
と
し
て
、
教
員

の
経
費
は
郷
鎮
政
府
か
ら
県
政
府
に

責
任
を
移

す
こ
と
に
し
た
。
た
だ
、
県
を
主
と
す
る
教
育

シ
ス
テ
ム

に
は
い
く

つ
か
の
間
題
が
発
生
し
て
き
た
。
そ
の

一
つ
が
教
員
の
人

件
費
に
お
け
る
遅
配
問
題

で
あ
る
。
県
財
政
を
歪
め
て
い
る
こ
と
も

あ

っ
て
、

実
質
的
に
は
改
革
以
前
と
同
じ
状
況
に
と
ど
ま
り
、
教
員

の
経
費
を
郷
鎮
財
政
に
頼

っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
も
う

一

つ
は
地
区

や
都
市

・
農
村

の
間
に
教
員
の

「賃
金
格
差
」
が
か
な
り

出
て
い
た
。
例
え
ば
、
安
徽
省

の
盧
江
県
の
教
員
と
周
辺
の
含
山
や

六
安
な
ど

の
県
を
比

べ
る
と
、

一
か
月
の
平
均
賃
金
の
差
は
二
一二
〇

元
前
後
あ
り
、
盧
江
県

の
比
較
的
豊
か
な
治
山
郷
と
比
較
的
貧
し
い

訣
口
郷
で
み
る
と
、
毎
月
約

一
〇
〇
元
の
差

が
あ
り
、
同
時
に
、
都

市
部
と
農
村
部
と
で
は
毎
月
約

二
〇
〇
元
の
差

が
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
中
央
政
府
が
農
村
部
の
教
育
管
理
機
関
を
変
え
て
み
て

も
、
現
実
に
効
果
が
な

い
大
き
な
理
由
と
し

て
、
中
央
政
府
が
教
育

に
力
を
入
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
世
界

の

各
国
に
お
け
る
教
育
費
を
G
D
P
比

で
み
る
と
平
均
五
・七
%
で
、

先
進
国
の
平
均
は
六
二

%
、
発
展
途
上
国
は
四
%
で
あ
る
の
に
対

し
、
中
国
は

一
九
九
七
年

で
二
・五
%
で
あ

っ
た
の
を
、
二
〇
〇
二

年

で
三
・四

一
%
、

つ
ま
り
五
年
間

で
○
・九

一
%
し
か
伸
び

て
い
な

い
。

こ
こ
に
中
国

の
国
家
財
政
か
ら
の
教
育
支

出
が
、
中
国
全
体
の

教
育
、
と
り
わ
け
農
村

の
義
務
教
育

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

と
い
う
の
が
、
多
く
の
意
見
で
あ
る
。
と
く
に
、
国
家
財
政

の
教
育

支
出

の
う
ち
、
義
務
教
育
と
非
義
務
教
育
と
に
分
け
れ
ば
、
表
9
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
家
予
算

の
な
か
で
、

大
学
以
上

(高
等
教

育
)
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
地
区
間

の
義
務

教
育
費
を
表
10
か
ら
み
る
と
、
地
区
間
の
教
育
経
費

の
差
が
か
な
り

あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
都
市
と
農
村

の
教

育
格
差
は
か
な
り
大
き
く
、
そ
れ
は
今
後
長
期
間
に
わ
た

っ
て
人
び

と
に
所
得
格
差
を
生
み
、
結
果
的
に
ま
す
ま
す
悪
循
環
と
な
り
、
教

育
格
差
の
拡
大
が
所
得
格
差

の
拡
大
と
な
り
、
ま
た

一
段
と
大
き
な

格
差
構
造
を
形
成
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
、
農
村

に
お
け
る
義
務
教
育

の
問
題
を

い
く

つ
か
み
て
み
た
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中国の各教育レベルにおける国家財政からの1人 当たり教育支出

単位:元

表9

年度 大学以上 高校(専 門学校を含む) 中 学 小 学

1999

2000

zooZ

7,119.53

7,073.73

6,640.16

2,090.72

2,289.43

2,540.82

727.45

812.49

965.39

377.53

499.06

657.48

出 所:表1と 同 じ、69頁 。

表10義 務教育費の1人 当たり格差(2000年)

元　

　位単

小学校 中学校

平均値

1人 当た り義務教育費が最 も高い省(自 治区 ・直轄市)

1人 当た り義務教育費が最 も低 い省(自 治区 ・直轄市)

492

2,756

261

680

2,788

420

最高値/最 低値 10.6 6.6

出所:表1と 同 じ、69頁 。

が
、
そ
の
結
果
は
社
会
構
造
を
歪
め
る
ほ
ど
の
格
差
を
生
み
出
し
て

お
り
、
そ
う
し
た
格
差
を
縮
小
さ
せ
る
方
策
が
、
当
面
農
村

の
義
務

教
育
に
お
け
る
学
費
や
雑
費
の
免
除
だ
け
で
是
正

で
き
る
の
か
、
大

変
心
も
と
な
い
現
状

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
大
胆

に
、

小
中
学
校

の
教
員
の
賃
金
を
、
数
倍
に
上
げ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な

い
か
。

と
こ
ろ
で
次
に
、
農
村
に
お
け
る
医
療

・
衛
生
問
題
の
現
状

に
つ

い
て
み
て
み
る
と
、
私
は
す
で
に
農
村
に
お
け

る
医
療
保
障
制
度

の

バリ
　

現
状
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
農
村
改
革
に
よ

っ
て
人
民
公

社
が
解
体
さ
れ
、
農
民
の
生
産
請
負
責
任
制
の
導
入
と
と
も
に
、
そ

れ
ま
で
集
団
経
済
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

で
成
立
し

て
い
た
公
社
内

の
合

作
医
療

シ
ス
テ
ム
も
解
体
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
農
村

で
医
療
保
障

シ

ス
テ
ム
を
崩
壊

さ
せ
た
。
そ
し

て
農
村
合
作
医
療

の
現
状
に
対
し

て
、
S
A
R
S

(重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
)
問
題

を
き

っ
か
け

に
、
二
〇
〇
三
年

一
〇
月
、
中
央
政
府
は
新
た

な
農
村
合
作
医
療
制

度
を
提
起
し
た
。
そ
し
て
農
民

一
人
当
た
り

一
〇
元
と
い
う
金
銭
的

な
援
助
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
農
民

の
実
情

を
無
視
し
た
も
の
で

あ

っ
た
。
農
村

の
末
端
に
合
作
医
療
管
理
委
員
会
を
設
置
し
た
が
、

そ
の
運
営

に
は
何
ら
農
民
た
ち
が
参
加
す
る
余
地
も
な
か

っ
た
か

ら
、
農
民

の
た
め

の
合
作
医
療
を
構
築
す
る

こ
と
は
で
き
な
か

っ

た
。こ

の
よ
う
な
前
提

の
も
と
で
、
以
下
、
農
村

に
お
け
る
医
療
と
公

ハお
　

衆
衛
生
の
問
題

に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
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中国 に おけ る衛 生 費用 の構成(1995-2000年)

単位:億 元(%)

表11

1995 1996 1997 1998 1999 2000

衛生総費用 2,257.8 2,857.2 3,384.9 3,776.5 4,178.6 4,764.0

政府予算の衛生支出
比率

383.1
(17.0)

461.0
(is.i)

522.1
(15.4)

587.2
(15.5)

640.9
(15.3)

709.5
(14.9)

公衆の衛生経費
比率

270.8
(12.0)

324.9
(11.3)

362.3
(io.7)

410.5

(10.9)

449.7

(lo.g)

498.5

(10.5)

公費医療経費 112.3 136.0 159.8 176.7 191.3 211.0

社会衛生支出
比率

739.7

(32.8)

III

(29.6)

937.7

(27.7)

1,006.0
(zs.s>

1,064.6
(25.5)

1,167.7
(24.5)

個人 による衛生支出 1,135.0 1,551.8 1,925.1 2,183.3 2,473.1 2,886.7

出所:表1と 同 じ、84頁 。

第

一
に
、
国
家
財
政

の
支
出
状
況

の
も
と
で
、
公
衆
衛
生
は
ど
ん

な
状
況
に
あ
る
か
。

表
11
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
府
予
算

の
衛
生
支
出

の
比
率

は
、
衛
生
総
費
用
を
み
る
と
、

一
九
九
五
年
の

一
七
%
か
ら
二
〇
〇

〇
年
に
は

一
四
・九
%
に
下
が
り
、
ま
た
、
公
衆
の
衛
生
経
費
は

一

九
九
五
年

の

一
二
%
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
は

一
〇

・五
%
に
下
が

っ

て
い
る
。
そ
し
て
表
12
を
み
る
と
、
二
〇
〇

一
年
に
お
い
て
、
農
村

の

一
般
的
な
医
療
機
関
に
は
八
〇
%
以
上

の
基
本
補
助
金
を
投
入
し

て
い
る
の
に
、
公
衆
衛
生
に
は
わ
ず
か
二
〇
%
前
後
し
か
投
入
し
て

い
な
い
。
ま
た
表

13
か
ら
、
政
府
に
よ
る
農
村

の
衛
生
機
関

へ
の
支

出

は
財
政
支
出

は

一
・〇

二
%

(
一
九
九
八
年

)
か
ら
○

・六
九

%

(二
〇
〇
二
年
)

に
下
げ
、
そ

の
中
で
も
、
基

本
補
助
金
は
財
政
支

出

の
○

・六
五
%

(
一
九
九
八
年
)
か
ら
○

・五
二
%

(
二
〇
〇

二

年
)
に
下
げ
、
そ
し
て
、
農
村

の
衛
生
事
業

費
も
同
様

に
、
○
・七

六
%

(
一
九
九
八
年
)
か
ら
○
・五
六
%

(二
〇
〇
二
年
)
に
下
げ

て
い
る
。
と
く
に
、
都
市
と
農
村
の
比
較

で
い
え
ば
、
依
然
と
し
て

一
人
当
た
り
平
均
衛
生
事
業
費

の
格
差

は
約

五
・三
六
倍
に
も
な

っ

て
い
る
。

第

二
に
、
農
村
に
お
け
る
医
療

シ
ス
テ
ム
の
状
況
は
ど
う
な

っ
て

き

き

む

レ
る
力

従
来

の
農
村

に
お
け
る
合
作
医
療

シ
ス
テ
ム
は
解
体
さ
れ
、
農
村

の
医
療

シ
ス
テ
ム
が
大
き
く
変
わ

っ
て
き
て
い
る
。
山
東
省

の
あ
る

市

・
県
な
ど

一
〇
五
か
所
の
村
に
お
け
る
診
療

所
の
調
査
結
果
を
み

62



表12農 村 の衛 生機 関 へ の政府 投入(1998-2002年)

単位:億 元

指 標 ・・; 1999 2000 2001 2002

投入資金総額 110.34 118.04 123.87 138.49 151.16

基本補助金 70.40 77.96 86.31 100.79 114.73

医療機関 53.51 61.37 67.98 80.07 86.32

公衆衛生機関 16.89 16.59 18.33 20.72 28.41

使途限定補助金 12.15 12.71 10.60 10.46 9.43

その他の補助金 27.79 27.37 26.96 27.24 27.00

出所:表1と 同 じ、87頁 。

表13政 府 に よる農村 の衛 生機 関 へ の資金 投入 に対 す る評価(1998-2002年)

指 標 ・・; 1999 2000 2001 2002

農村の衛生機関に投入 した資金が

財政 支出に占め る比率(%)
1.02 1・1 o.7s 0.73 0.69

農村の衛生機関への基本補助金が

財政支出 に占める比率(%)
0.65 0.59 0.54 0.53 0.52

農村 の衛生事業費が財政 支出に占め る比率(%) 0.76 0.69 0.61 0.59 0.56

農村 の衛生事業費が

全国 の衛生事業費 に占める比率(%)
33.95 33.64 32.73 32.59 32.53

農村住民1人 当た り衛生事業費(元)

都市住民1人 当たり衛生事業費(元)

全人 口における1人 当た り衛生事業費(元)

9.07

52.71

20.01

・ ・,

57.25

22.00

10.60

61.75

23.94

12.19

69.30

27.43

13.75

73.71

30.48

全国/農 村
都市/農 村

2.21

5.83

2.21

5.76

2.26

5.83

2.25

5.68

2.22

5.36

出 所:表1と 同 じ、87頁 。

る
と
、

完
全
な
私
有
制

が
二

一
・
一
%
、
完
全
な
公
有
制
が

二
二
二

%
、
そ
し
て
混
合
制

が
五
六

・八
%
で
あ
っ
た
が
、

全
国
的

に
み
る
と

(二
〇
〇

一
年
)、
約
七
〇
万

の
村
レ
ベ

ル
の
医

療
サ

ー
ビ

ス
で
、
集

団
的
な
も
の
が
四

一
・二
%
、

郷
独
自

の
も

の
が
六
・四
%
、

郷

・
村
連
合

や
個
人
開
業
的

な
も

の
が
四
九

・八
%
、
そ
の

他
の
も

の
が
二
・六
%
で
、
実

に
農
村

の
医
療

サ
ー
ビ
ス
は

多
様
化

し
て
い
る
。

第

三

に
、
農
民
個
人

の
医

療
費

は
な
ぜ
上
昇
し
、
な
ぜ

農
民
の
負
担
が
加
重
し
て
い

る
の
か
。

合
作

医
療
が
解
体
し
、
農

村

の
医
療

シ
ス
テ
ム
が
基
本

的
に
市

場
化

・
商
業
化

の
方

向

に
向

か

っ
た

こ
と

に
あ

る
。

こ

の
市
場
化
が
農
民

の
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自
費
医
療
を
強
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
農
民
の
所
得
よ
り
も
、

医
療
費

の
上
昇
が
高
く
な

っ
た
こ
と
に
あ
る
。

一
九
九
八
年
に
お
い

て
、
農
民

の
自
費
医
療
が
八
七

・四
四
%
に
対
し
て
、
都
市
部

で
は

四
四
二

三
%
で
あ

っ
た
。
ま
た
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
貴
州
省
施

乗
県
で
は
入
院
費
が
農
民
の
平
均
年
収

の
五
七
%
に
相
当
し
、
陳
西

省
順
義
県

で
は
九
五
%
に
も
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

第
四
に
、
農
村
の
公
衆
衛
生
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
。

現
在
で
も
農
村
に
お
け
る
公
衆
衛
生
に
対
す
る
財
政
投
資
は
大
変

少
な
い
状

況
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
政
府
が
ど
の
よ
う
に
流
行
病
、

例
え
ば
、

エ
イ
ズ
や
赤
痢
な
ど
に
対
し
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
調
査
す

る
か
、
重
要
な
仕
事
が
あ
る
。

以
上
、
農
村
に
お
け

る
医
療
衛
生
状
況
を
今
後
ど
の
よ
う
に
確
立

し
て
い
く
か
、
当
面
、
中
央
政
府

は
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
、
新
農
村

の
建
設
の
も
と
で
、
合
作
医
療

シ
ス
テ
ム
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
を
呼

び
か
け
て
お
り
、
と
く

に
都
市

の
医
師
が
農
村
の
医
療
機
関
に
行
く

こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
医
学
教
育
が
ど
う
あ
る
べ

き
か
、
ま
た
、
農
村
の
診
療
所
で
い
え
ば
、
看
護
婦
の
処
遇
と
地
位

を
高
め
、
看
護
婦
を
早
急
に
大
量
に
養
成
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。

の
格
差
が
あ
る
。

こ
う
し
た
農
村

の
現
状
を
打
破
す
べ
く
、
中
央
政

府
は
新
農
村
の
建
設
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
何
が
新
農
村

の

建
設
に
必
要
な
の
か
。
そ
れ
が
今
回
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
諸
問
題

で

は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
イ

ン
フ
ラ
問
題
に
し

ろ
、
食
糧
問
題
に
し

ろ
、
土
地
問
題
に
し
ろ
、
民
工
問
題

に
し
ろ
、
公
共
事
業
問
題
に
し

ろ
、
す
べ
て
が
新
農
村

の
建
設
問
題
と
関
係
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
の

問
題
は
短
期
的
に
解
決

で
き
る
よ
う
な
問
題

で
は
な
く
、
今
後
中
国

が
総
力
を
あ
げ
て
取
り
組
む
べ
き
問
題
ば
か
り

で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど

現
段
階

の
中
国
に
お
け
る
農
村

・
農
業

・
農

民
に
関
す
る
諸
問
題

は
、

こ
れ
ま
で
の
改
革
に
比
べ
て
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
前
提
に
、
中
国
の
政
府
は
新
農
村

の
建
設

を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
建
設

の
原
則
は
、

「支
援
を
多
く
、
徴
収

を
少
な
く
、
柔
軟
に
対
処
す
る
」
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
、
建
設
は

長
期
的
な
任
務

で
あ
る
と
、
政
府
は
位
置
付
け

て
い
る
。

上
述

の
五
つ
の
問
題
の
う
ち
、
と
く
に
公
共
事
業
の
問
題
は
、
当

面

の
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に

現
在
、
中
国
の
農
村

は
都
会
と
比
べ
て
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
か
な
り

注
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